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国際交易特区 
 

都道府県名： 
大阪府 

申請主体名： 大阪市 

区域の範囲： 大阪市の区域のうち此花区、港

区、大正区及び住之江区の全域 

 

 

 

特区の概要： 港湾コストの低減や利便性の向上など、世界水準の港湾サービ

スを提供することにより、大阪港における国際競争力の強化を

図るとともに、港湾機能と有機的に結びついた新たな国際交易

産業の集積を図ることにより、大阪経済の活性化を図ってい

く。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・臨時開庁手数料の軽減 

・税関の執務時間外における通関体制の整備 

 

  

 

大阪市 


